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規規 則則

宮崎県養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則をここに公布する。

平成24年12月17日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第46号

宮崎県養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、宮崎県養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成24年宮崎

県条例第55号）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（非常災害対策）

第２条 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームは、非常災害対策を講ずるに当たっては、利用者の特性に応じた円滑な

避難が確保されるよう配慮するとともに、県又は市町村が実施する災害時要援護者（宮崎県防災対策推進条例（平成18年宮崎県条例第52

号）第２条第６号に規定する災害時要援護者をいう。）に係る防災対策に協力するよう努めるものとする。

（養護老人ホームの基準）

第３条 養護老人ホームの設備及び運営の基準は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和41年厚生省令第19号）に定めるとお

りとする。

（特別養護老人ホームの基準）

第４条 特別養護老人ホームの設備及び運営の基準は、次に掲げるとおりとする。

（１） 特別養護老人ホーム（ユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。）の居室の定員は、

１人とすること。ただし、知事が特に認める場合には、４人以下とすることができる。

（２） 特別養護老人ホーム（地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。）の廊下の幅は、 1

．8メートル以上とすること。ただし、中廊下（廊下の両側に居室、静養室等入所者の日常生活に直接使用する設備のある廊下をいう。

以下同じ。）の幅は、次に掲げる要件を全て満たすものを除き 2．7メートル以上とすること。なお、ユニット型特別養護老人ホームに

おいて、廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、 1．5メートル

以上（中廊下にあっては、 1．8メートル以上）とすることができる。

ア 避難通路又は直接地上に通じる避難口が、中廊下の両端又はこれに準ずる位置に複数配置されていること。

イ 中廊下の一方側からの火災等に対し、他方側の避難通路又は直接地上に通じる避難口に容易かつ迅速に避難できること。

（３） ユニット型特別養護老人ホームの一のユニットの入居定員は、12人以下とすることができる。

２ 前項各号に掲げるもののほか、特別養護老人ホームの設備及び運営の基準は、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成

11年厚生省令第46号）に定めるとおりとする。
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（軽費老人ホームの基準）

第５条 軽費老人ホームの設備及び運営の基準は、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成20年厚生労働省令第 107号）に定め

るとおりとする。

附 則

この規則は、平成25年４月１日から施行する。

宮崎県介護保険サービスの人員、設備及び運営等の基準に関する条例施行規則をここに公布する。

平成24年12月17日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第47号

宮崎県介護保険サービスの人員、設備及び運営等の基準に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、宮崎県介護保険サービスの人員、設備及び運営等の基準に関する条例（平成24年宮崎県条例第56号）の施行に関し必

要な事項を定めるものとする。

（非常災害対策）

第２条 介護保険サービス事業者は、非常災害対策を講ずるに当たっては、利用者の特性に応じた円滑な避難が確保されるよう配慮すると

ともに、県又は市町村が実施する災害時要援護者（宮崎県防災対策推進条例（平成18年宮崎県条例第52号）第２条第６号に規定する災害

時要援護者をいう。）に係る防災対策に協力するよう努めるものとする。

（指定居宅サービス等の事業の基準）

第３条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準は、次に掲げるとおりとする。

（１） 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業所（以下「指定短期入所生活介護事業所」という。）の廊下の幅は、 1．8メ

ートル以上とすること。ただし、中廊下（廊下の両側に居室、静養室等入所者の日常生活に直接使用する設備のある廊下をいう。以下

同じ。）の幅は、次に掲げる要件を全て満たすものを除き 2．7メートル以上とすること。なお、ユニット型指定短期入所生活介護事業

所において、廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、 1．5メー

トル以上（中廊下にあっては、 1．8メートル以上）とすることができる。

ア 避難通路又は直接地上に通じる避難口が、中廊下の両端又はこれに準ずる位置に複数配置されていること。

イ 中廊下の一方側からの火災等に対し、他方側の避難通路又は直接地上に通じる避難口に容易かつ迅速に避難できること。

（２） ユニット型指定短期入所生活介護事業所の一のユニットの利用定員は、12人以下とすることができる。

２ 前項各号に掲げるもののほか、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）に定めるとおりとする。

（指定介護老人福祉施設の基準）

第４条 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準は、次に掲げるとおりとする。

（１） 指定介護老人福祉施設（ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。）の居室の定員は、１人とすること。ただし、知事が特に認め

る場合には、４人以下とすることができる。

（２） 指定介護老人福祉施設の廊下の幅は、 1．8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、次に掲げる要件を全て満たすものを

除き 2．7メートル以上とすること。なお、ユニット型指定介護老人福祉施設において、廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者

、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、 1．5メートル以上（中廊下にあっては、 1．8メートル以上）とするこ

とができる。

ア 避難通路又は直接地上に通じる避難口が、中廊下の両端又はこれに準ずる位置に複数配置されていること。

イ 中廊下の一方側からの火災等に対し、他方側の避難通路又は直接地上に通じる避難口に容易かつ迅速に避難できること。

（３） ユニット型指定介護老人福祉施設の一のユニットの入居定員は、12人以下とすることができる。

２ 前項各号に掲げるもののほか、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準は、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に

関する基準（平成11年厚生省令第39号）に定めるとおりとする。

（介護老人保健施設の基準）

第５条 介護老人保健施設の人員、設備及び運営の基準は、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年厚

生省令第40号）に定めるとおりとする。

（指定介護予防サービス等の事業の基準）

第６条 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準は、次に掲げるとおりとする。

（１） 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事業所（以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。）

の廊下の幅は、 1．8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、次に掲げる要件を全て満たすものを除き 2．7メートル以上とす

ること。なお、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所において、廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者、職員等の

円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、 1．5メートル以上（中廊下にあっては、 1．8メートル以上）とすることができる

。

ア 避難通路又は直接地上に通じる避難口が、中廊下の両端又はこれに準ずる位置に複数配置されていること。



宮 崎 県 公 報 平成 24年 12月 17日（月曜日） 号外 第 65号

害 3害

イ 中廊下の一方側からの火災等に対し、他方側の避難通路又は直接地上に通じる避難口に容易かつ迅速に避難できること。

（２） ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の一のユニットの利用定員は、12人以下とすることができる。

２ 前項各号に掲げるもののほか、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準は、指定介護予防サービス等の事業の人員

、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号

）に定めるとおりとする。

（指定介護療養型医療施設の基準）

第７条 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準は、健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第 130

条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚

生省令第41号）に定めるとおりとする。

附 則

この規則は、平成25年４月１日から施行する。

宮崎県指定通所支援の事業及び指定障害児入所施設等並びに基準該当通所支援の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規

則をここに公布する。

平成24年12月17日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第48号

宮崎県指定通所支援の事業及び指定障害児入所施設等並びに基準該当通所支援の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施

行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、宮崎県指定通所支援の事業及び指定障害児入所施設等並びに基準該当通所支援の事業の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例（平成24年宮崎県条例第57号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（非常災害対策）

第２条 指定障害児通所支援事業者等及び指定障害児入所施設等は、非常災害対策を講ずるに当たっては、当該指定障害児通所支援事業者

等及び当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の障害の特性に応じた円滑な避難が確保されるよう配慮するとともに、県又は市町村

が実施する災害時要援護者（宮崎県防災対策推進条例（平成18年宮崎県条例第52号）第２条第６号に規定する災害時要援護者をいう。）

に係る防災対策に協力するよう努めるものとする。

（障害児の人権の擁護、虐待の防止等のための措置）

第３条 条例第４条第４項及び第５条第４項の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

（１） 責任者を設置する等必要な体制の整備を行うよう努めること。

（２） 管理者又は従業者に対し、定期的に、県が実施する障がい者虐待防止・権利擁護研修を受講させること。

（３） 管理者又は従業者に対し、研修を実施すること。

（指定通所支援の事業の基準）

第４条 前２条に定めるもののほか、指定通所支援の事業の人員、設備及び運営の基準は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人

員、設備及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第15号）に定めるとおりとする。

（指定障害児入所施設等の基準）

第５条 第２条及び第３条に定めるもののほか、指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準は、児童福祉法に基づく指定障害児入

所施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第16号）に定めるとおりとする。

（基準該当通所支援の事業の基準）

第６条 基準該当通所支援の事業の人員、設備及び運営の基準は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準に定めるとおりとする。

附 則

この規則は、平成25年４月１日から施行する。

宮崎県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則をここに公布する。

平成24年12月17日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第49号

宮崎県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、宮崎県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成24年宮崎県条例第58号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（非常災害対策）

第２条 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等並びに障害福祉サービス事業者、地域活動支援センター、福祉ホーム及び
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障害者支援施設は、非常災害対策を講ずるに当たっては、利用者の障害の特性に応じた円滑な避難が確保されるよう配慮するとともに、

県又は市町村が実施する災害時要援護者（宮崎県防災対策推進条例（平成18年宮崎県条例第52号）第２条第６号に規定する災害時要援護

者をいう。）に係る防災対策に協力するよう努めるものとする。

（利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための措置）

第３条 条例第４条第３項、第５条第３項、第６条第３項、第７条第４項、第８条第４項及び第９条第３項の規則で定める措置は、次に掲

げる措置とする。

（１） 責任者を設置する等必要な体制の整備を行うよう努めること。

（２） 管理者又は従業者に対し、定期的に、県が実施する障がい者虐待防止・権利擁護研修を受講させること。

（３） 管理者又は従業者に対し、研修を実施すること。

（指定障害福祉サービスの事業の基準）

第４条 前２条に定めるもののほか、指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営の基準については、障害者自立支援法に基づく指

定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第 171号）に定めるとおりとする。

（指定障害者支援施設等の基準）

第５条 第２条及び第３条に定めるもののほか、指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営の基準については、障害者自立支援法に基づ

く指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第 172号）に定めるとおりとする。

（基準該当障害福祉サービスの事業の基準）

第６条 基準該当障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営の基準は、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人

員、設備及び運営に関する基準に定めるとおりとする。

（障害福祉サービス事業の基準）

第７条 第２条及び第３条に定めるもののほか、障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準は、障害者自立支援法に基づく障害福祉サー

ビス事業の設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第 174号）に定めるとおりとする。

（地域活動支援センターの基準）

第８条 第２条及び第３条に定めるもののほか、地域活動支援センターの設備及び運営の基準は、障害者自立支援法に基づく地域活動支援

センターの設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第 175号）に定めるとおりとする。

（福祉ホームの基準）

第９条 第２条及び第３条に定めるもののほか、福祉ホームの設備及び運営の基準は、障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運

営に関する基準（平成18年厚生労働省令第 176号）に定めるとおりとする。

（障害者支援施設の基準）

第10条 第２条及び第３条に定めるもののほか、障害者支援施設の設備及び運営の基準は、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設

備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第 177号）に定めるとおりとする。

附 則

この規則は、平成25年４月１日から施行する。

宮崎県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則をここに公布する。

平成24年12月17日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第50号

宮崎県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、宮崎県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成24年宮崎県条例第60号。以下「条例」という。）の施

行に関し必要な事項を定めるものとする。

（児童福祉施設の設備及び運営の基準）

第２条 児童福祉施設は、非常災害対策を講ずるに当たっては、利用者の特性に応じた円滑な避難が確保されるよう配慮するとともに、県

又は市町村が実施する災害時要援護者（宮崎県防災対策推進条例（平成18年宮崎県条例第52号）第２条第６号に規定する災害時要援護者

をいう。）に係る防災対策に協力するよう努めるものとする。

２ 前項に定めるもののほか、児童福祉施設の設備及び運営の基準は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63

号）に定めるとおりとする。

附 則

この規則は、平成25年４月１日から施行する。

宮崎県職業訓練の基準等に関する条例施行規則をここに公布する。

平成24年12月17日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第51号
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宮崎県職業訓練の基準等に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、宮崎県職業訓練の基準等に関する条例（平成24年宮崎県条例第63号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。

（普通課程の普通職業訓練の基準）

第２条 条例第５条第２項に規定する普通課程の普通職業訓練の基準は、別表第１のとおりとする。

（短期課程の普通職業訓練の基準）

第３条 条例第６条第２項に規定する短期課程の普通職業訓練の基準は、別表第２のとおりとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表第１（第２条関係）

普通課程の普通職業訓練

１ 次の表の教科の欄に定めるもののほか、必要に応じ、それぞれの訓練科ごとに適切な科目を追加することができる。

２ 次の表の訓練期間及び訓練時間の欄に定める訓練期間を延長する場合においてその延長する期間は、１年を超えないものとする。

３ 次の表に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

設備訓練期間及び訓

練時間（単位は

時間とする。）

教科訓練の対象となる

技能及びこれに関

する知識の範囲

訓練科

名称種別専攻科訓練系

教室

実習場

鉄鋼材加工用機

械類

溶接用機械類

器工具類

計測器類

製図器及び製図

用具類

教材類

建物その他

の工作物

機械

その他

訓練期間

１年

訓練時間

総時間

1，400

250

280

160

220

１ 系基礎

（１） 学科

ア 機械工学概論

イ 電気工学概論

ウ 塑性加工概論

エ 生産工学概論

オ 材料力学

カ 金属材料学

キ 製図

ク 溶接法

ケ 測定法

コ 安全衛生

（２） 実技

ア 測定基本実習

イ 機械操作基本実習

ウ 溶接基本実習

エ 熱切断基本実習

オ プレス加工基本実習

カ コンピュータ操作基本実習

キ ＣＡＤ基本実習

ク 安全衛生作業法

２ 専攻

（１） 学科

ア 鉄骨構造

イ 鉄鋼材加工法

ウ 試験法及び検査法

（２） 実技

ア 鉄鋼材加工実習

イ 構造物製作実習

ウ 試験及び検査実習

金属の接合及び加

工等の金属加工に

おける基礎的な技

能及びこれに関す

る知識

工作図に基づく部

材加工及び簡単な

鉄鋼構造部材の組

立て、曲げ加工等

における技能及び

これに関する知識

構造物鉄

工科

１ 金属加

工系

教室建物その他訓練期間電気工事２ 電力系
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実習場

電気工事用機械

類

器工具類

計測器類

製図器及び製図

用具類

教材類

の工作物

機械

その他

１年

訓練時間

総時間

1，400

390

110

170

170

１ 系基礎

（１） 学科

ア 自動制御概論

イ 生産工学概論

ウ 電気理論

エ 電気材料

オ 電力工学

カ 電気機器

キ 製図

ク 測定法及び試験法

ケ 安全衛生

コ 関係法規

（２） 実技

ア 電気基本実習

イ コンピュータ操作基本実習

ウ 安全衛生作業法

２ 専攻

（１） 学科

ア 電気応用

イ 設計図・施工図

ウ 電気工事

（２） 実技

ア 電気機器制御実習

イ 電気工事実習

発変電設備、送配

電設備及び建築電

気設備の取扱いに

おける基礎的な技

能並びにこれに関

する知識

建築電気設備の工

事における技能及

びこれに関する知

識

科

教室

実習場

木工用機械類

測量用機械類

器工具類

計測器類

製図器及び製図

用具類

教材類

建物その他

の工作物

機械

その他

訓練期間

１年

訓練時間

総時間

1，400

250

150

150

１ 系基礎

（１） 学科

ア 建築概論

イ 構造力学概論

ウ 建築構造概論

エ 建築計画概論

オ 建築生産概論

カ 建築設備

キ 測量

ク 建築製図

ケ 安全衛生

コ 関係法規

（２） 実技

ア 機械操作基本実習

イ 測量基本実習

ウ 安全衛生作業法

２ 専攻

（１） 学科

ア 木質構造

イ 材料

ウ 規く術

中小規模建築物に

おける建築一般、

設計製図、施工管

理及び建築施工に

おける基礎的な技

能及びこれに関す

る知識

木造建築物の建築

施工及び施工管理

における技能及び

これに関する知識

木造建築

科

３ 建築施

工系
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300

エ 工作法

オ 木造建築施工法

カ 仕様及び積算

（２） 実技

ア 器工具使用法

イ 工作実習

ウ 木造建築施工実習

教室

実習場

冷凍空調機器

整備用機械類

管工作用機械類

溶接用機械類

器工具類

計測器類

製図器及び製図

用具類

教材類

建物その他

の工作物

機械

その他

訓練期間

１年

訓練時間

総時間

1，400

270

200

200

300

１ 系基礎

（１） 学科

ア 機械工学概論

イ 電気工学概論

ウ 建築設備及び機器概論

エ 環境工学概論

オ 生産工学概論

カ 建築構造

キ 建築製図

ク 溶接法

ケ 安全衛生

コ 仕様及び積算

（２） 実技

ア 器工具使用法

イ 溶接及びろう付け基本実習

ウ 配管基本実習

エ 安全衛生作業法

２ 専攻

（１） 学科

ア 自動制御

イ 冷凍空調設備

ウ 設備製図

エ 冷凍空調法

オ 施工法

（２） 実技

ア 冷媒配管実習

イ 制御配線実習

ウ 設備施工実習

エ 運転及び調整実習

オ 整備実習

カ 検査実習

中小規模建築物の

建築設備の施工に

おける基礎的な技

能及びこれに関す

る知識

冷凍、冷却及び空

気調和設備の施工

及び調整における

技能及びこれに関

する知識

冷凍空調

設備科

４ 設備施

工系

教室

実習場

管工作用機械類

溶接用機械類

器工具類

計測器類

製図器及び製図

用具類

教材類

建物その他

の工作物

機械

その他

訓練期間

１年

訓練時間

総時間

1，400

270

200

１ 系基礎

（１） 学科

設備施工系冷凍空調設備科の系基

礎学科のアからコまでに掲げる科目

（２） 実技

設備施工系冷凍空調設備科の系基

中小規模建築物の

建築設備の施工に

おける基礎的な技

能及びこれに関す

る知識

配管科
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200

300

礎実技のアからエまでに掲げる科目

２ 専攻

（１） 学科

ア 配管概論

イ 給排水設備

ウ 空調設備

エ 設備製図

オ 配管施工法

（２） 実技

ア 配管施工実習

イ 検査実習

空調、給排水設備

等の管工事及び設

備の取付けにおけ

る技能及びこれに

関する知識

教室

実習場

金属塗装用機械

類

器工具類

計測器類

製図器及び製図

用具類

教材類

建物その他

の工作物

機械

その他

訓練期間

１年

訓練時間

総時間

1，400

180

300

170

250

１ 系基礎

（１） 学科

ア デザイン概論

イ 塗装法概論

ウ 生産工学概論

エ 塗料

オ 塗装設備及び機器

カ 安全衛生

キ 関係法規

（２） 実技

ア 機械操作基本実習

イ デザイン基本実習

ウ 調色基本実習

エ 塗装基本実習

オ 安全衛生作業法

２ 専攻

（１） 学科

ア 塗料

イ 塗装法

ウ 試験法

エ 仕様及び積算

（２） 実技

ア 塗装機器操作実習

イ 塗装実習

ウ 塗料・塗膜検査実習

塗料の調色及び塗

装における基礎的

な技能及びこれに

関する知識

金属製品の塗装に

おける下地処理か

ら仕上げまでの作

業における技能及

びこれに関する知

識

金属塗装

科

５ 塗装系

教室

実習場

建築塗装用機械

類

器工具類

計測器類

製図器及び製図

用具類

教材類

建物その他

の工作物

機械

その他

訓練期間

１年

訓練時間

総時間

1，400

180

300

１ 系基礎

（１） 学科

塗装系金属塗装科の系基礎学科の

アからキまでに掲げる科目

（２） 実技

塗装系金属塗装科の系基礎実技の

アからオまでに掲げる科目

２ 専攻

塗料の調色及び塗

装における基礎的

な技能及びこれに

関する知識

建築物の塗装にお

建築塗装

科
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別表第２（第３条関係）

短期課程の普通職業訓練

次の表に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

170

250

（１） 学科

ア 建築構造

イ 塗料

ウ 塗装法

エ 試験法

オ 仕様及び積算

（２） 実技

ア 塗装機器操作実習

イ 建築物塗装実習

ウ 足場実習

エ 塗料・塗膜検査実習

ける塗装用足場の

組立て及び解体等

並びに下地処理か

ら仕上げまでの作

業における技能並

びにこれに関する

知識

設備訓練期間及び訓練時間（

単位は時間とする。）

教科訓練の対象となる技能及び

これに関する知識の範囲

訓練科

名称種別

黒板、いす等を備

えた実習場

木工用機械類

器工具類

計測器類

製図器及び製図用

具類

教材類

建物その他

の工作物

機械

その他

訓練期間

６月

訓練時間

総時間

700

100

600

１ 学科

（１） 建築構造

（２） 建築設備

（３） 規く術

（４） 測量

（５） 材料

（６） 製図

（７） 工作法

（８） 施工法

（９） 安全衛生

（10） 関係法規

（11） 仕様及び積算

２ 実技

（１） 器工具使用法

（２） 機械操作実習

（３） 工作実習

（４） 基礎工事実習

（５） 施工実習

（６） 安全衛生作業法

木造家屋の建築における技

能及びこれに関する知識

建築科

みつばち転飼取締条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年12月17日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第52号

みつばち転飼取締条例施行規則の一部を改正する規則

みつばち転飼取締条例施行規則（昭和31年宮崎県規則第11号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

みつばち転飼取締条例施行規則 養蜂振興法及び蜜蜂転飼条例の施行に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、養蜂振興法（昭和30年法律第 180号。以下「

法」という。）、養蜂振興法施行規則（昭和30年農林省令第45号

。以下「省令」という。）及び蜜蜂転飼条例（昭和31年宮崎県条
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別記様式第１号を次のように改める。

（許可の申請）

第１条 みつばち転飼取締条例（以下「条例」という。）第４条の

規定による許可申請書は、別記様式第１号によるものとする。

（許可証）

第２条 条例第５条第１項の規定による許可証は、別記様式第２号

及び第３号によるものとし、別記様式第２号による許可証は１件

について１枚を別記様式第３号による許可証は、転飼を許可した

ほう群１群について１枚をそれぞれ交付するものとする。

（経由）

第３条 条例第４条の規定により知事に提出する書類は、それぞれ

条例第３条に規定する区域を管轄する農林振興局又は西臼杵支庁

の長を経由しなければならない。

例第12号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。

（届出）

第２条 法第３条第１項の規定による届出は、蜜蜂飼育届（別記様

式第１号）により行うものとする。

２ 法第３条第３項の規定による届出は、蜜蜂飼育変更届（別記様

式第２号）により行うものとする。

３ 前２項の届出を行おうとする者は、その住所地を管轄する農林

振興局又は西臼杵支庁の長を経由して知事に提出しなければなら

ない。

４ 省令第１条第２項第３号の蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅

速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと知事が認める場

合は、業として蜜蜂の飼育を行う者以外の者が、反復利用が可能

な蜂房を利用しないで蜜蜂の飼育を行う場合とする。

（許可の申請）

第３条 法第４条第１項又は条例第３条第１項の規定による許可の

申請は、蜜蜂転飼許可申請書（別記様式第３号）により行うもの

とする。

２ 前項に規定する書類は、転飼しようとする区域を管轄する農林

振興局又は西臼杵支庁の長を経由して知事に提出しなければなら

ない。

（許可証）

第４条 条例第５条第１項の許可証は、別記様式第４号及び別記様

式第５号によるものとし、別記様式第４号による許可証は１件に

ついて１枚を、別記様式第５号による許可証は転飼を許可した蜂

群１群について１枚を、それぞれ交付するものとする。
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別記様式第３号中「様式第３号」を「様式第３号（第４条関係）」に、「みつばち転飼許可証」を「蜜蜂転飼許可証」に、「養ほう業者

氏名」を「養蜂業者氏名」に改め、同様式を別記様式第５号とする。

別記様式第２号中「様式第２号」を「様式第２号（第４条関係）」に、「みつばち転飼許可証」を「蜜蜂転飼許可証」に、「ほう群数」

を「蜂群数」に改め、同様式を別記様式第４号とする。

別記様式第１号の次に次の２様式を加える。
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成25年１月１日から施行する。

（用紙に関する経過措置）

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のみつばち転飼取締条例施行規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、

所要の事項を適宜補正して使用することができる。

県道の構造の技術的基準を定める条例施行規則をここに公布する。

平成24年12月17日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第53号

県道の構造の技術的基準を定める条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、県道の構造の技術的基準を定める条例（平成24年宮崎県条例第65号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。

（車線により構成されない車道の部分）

第２条 条例第４条第１項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

（１） 交差点

（２） 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

（３） 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

（４） 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすり付け区間

（５） 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすり付け区間

（交通安全施設）

第３条 条例第32条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

（１） 駒止
こまどめ

（２） 道路標識

（３） 道路情報管理施設（緊急連絡施設を除く。）

（４） 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

（橋、高架の道路等）

第４条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路（以下この条において「橋等」という。）の構造は、当該橋等の構造形式及び交

通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等

に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

附 則

この規則は、平成25年４月１日から施行する。

宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年12月17日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第54号

宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（平成９年宮崎県規則第53号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（入居者資格）

第２条の２ ［略］

２・３ ［略］

（入居者資格）

第２条の２ ［略］

２・３ ［略］

４ 条例第５条第２号ア及び第49条第２号アの規則で定める場合は

、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

（１） 入居者又は同居者にアからオまでのいずれかに該当する者

がある場合

ア 障害者基本法第２条第１号に規定する障害者で、その障害

の程度が、身体障害にあっては第１項第２号に規定する身体

障害の程度、精神障害にあっては精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律施行令第６条第３項に規定する１級又は２級
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 県営住宅の入居者が昭和31年４月１日前に生まれた者であり、かつ、同居者のいずれもが同日前に生まれた者又は18歳未満の者である

場合は、改正後の第２条の２第４項第２号に掲げる場合とみなして、同号の規定を適用する。

宮崎県営住宅の整備基準に関する条例施行規則をここに公布する。

平成24年12月17日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第55号

宮崎県営住宅の整備基準に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、宮崎県営住宅の整備基準に関する条例（平成24年宮崎県条例第70号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。

（住宅の基準）

第２条 条例第12条第２項（条例第22条において準用する場合を含む。）の規則で定める措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する

法律（平成11年法律第81号）第３条の２第１項の規定に基づく評価方法基準（平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」

という。）第５の５の５－１鰯の等級３の基準を満たす措置とする。ただし、住宅の立地等により、高い性能が必要な場合は、等級４の

基準を満たす措置とすることを妨げない。

２ 条例第12条第３項（条例第22条において準用する場合を含む。）の規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第

５の８の８－１鰯イの等級２の基準又は評価方法基準第５の８の８－１鰯ロ①ｃの基準（鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート

造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第５の８の８－１鰯ロ①ｄの基準）及び評価方法基準第５の８の８－４鰯の等級２の基準

を満たす措置とする。

３ 条例第12条第４項（条例第22条において準用する場合を含む。）の規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体

的に整備される部分が評価方法基準第５の３の３－１鰯の等級３の基準（木造の住宅にあっては、評価方法基準第５の３の３－１鰯の等

級２の基準）を満たす措置とする。

４ 条例第12条第５項（条例第22条において準用する場合を含む。）の規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管

が評価方法基準第５の４の４－１鰯及び４－２鰯の等級２の基準を満たす措置とする。

（住戸の基準）

第３条 条例第13条第３項（条例第22条において準用する場合を含む。）の規則で定める措置は、住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基

準第５の６の６－１芋イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第５の６の６－１鰯ロの等級３の基準を満たす措置とす

る。

（住戸内の各部）

第４条 条例第14条（条例第22条において準用する場合を含む。）の規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第５の９の９－１

鰯の等級３の基準を満たす措置とする。

（共用部分）

第５条 条例第15条（条例第22条において準用する場合を含む。）の規則で定める措置は、通行の用に供する共用部分が評価方法基準第５

の９の９－２鰯の等級３の基準を満たす措置とする。

附 則

この規則は、平成25年４月１日から施行する。

に該当する程度、知的障害にあってはこの号に規定する精神

障害の程度に相当する程度であるもの

イ 戦傷病者特別援護法第２条第１項に規定する戦傷病者でそ

の障害の程度が第１項第３号に規定する程度であるもの

ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第１項の

規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

エ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年

を経過していないもの

オ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関す

る法律第２条に規定するハンセン病療養所入所者等

（２） 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが

60歳以上又は18歳未満の者である場合

（３） 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
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宮崎県収入証紙条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年12月17日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第56号

宮崎県収入証紙条例施行規則の一部を改正する規則

宮崎県収入証紙条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第11号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第１第２号（402）の改正規定は、平成25年１月１日から施行する。

改正後改正前

別表第１（第３条関係）

［略］

２ 使用料及び手数料徴収条例（平成12年宮崎県条例第９号）に

基づく使用料又は手数料のうち、次に掲げるもの

（１）～（401）［略］

（402）蜜蜂転飼許可申請手数料

（403）～（544） ［略］

（545）低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

（546）低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

（547）［略］

［略］

別表第１（第３条関係）

［略］

２ 使用料及び手数料徴収条例（平成12年宮崎県条例第９号）に

基づく使用料又は手数料のうち、次に掲げるもの

（１）～（401）［略］

（402）みつばち転飼許可申請手数料

（403）～（544） ［略］

（545）［略］

［略］
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